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リ
ー
ス
会
計
基
準
案
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

６月12日（月）まで（10日が

土曜日、11日が日曜日のため）

６月30日（金）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和５年５月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和５年４月期分）

法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告

１カ月延長法人（令和５年３月期）

２カ月延長法人（令和５年２月期）

④　消費税・地方消費税の確定申告（１カ月ごと）（４月期）

⑤　消費税・地方消費税の確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、10月期）

⑥　法人の中間申告（半期・10月期）

法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　消費税・地方消費税の中間申告納付

直前期年税額　4,800万円超のとき　１カ月ごと（４月期を除く）

直前期年税額　400万円超のとき　３カ月ごと（１月、７月、１０月期）

①　源泉所得税には復興特別所

得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期

間）の終了日は各月末日とする。

④～⑤　消費税課税期間の短縮

特例は適用後２年間継続が要件

である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

去
る
４
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
５
０
０
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

リ
ー
ス
会
計
基
準
案
等

企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
73
号

「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準（
案
）」

等
の
文
案
が
示
さ
れ
、
審
議
が
行
わ

れ
た
。

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
を
も
っ
て

公
表
議
決
さ
れ
、
５
月
２
日
公
表
さ

れ
た
（https://w

w
w

.asb.or.jp/
jp/accou

n
tin

g_stan
dards/

exposure_draft/y2023/2023-
0502.htm

l

）。

ま
た
、
同
日
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
か
ら
、

本
基
準
案
に
影
響
の
あ
る
日
本
公
認

会
計
士
協
会
の
実
務
指
針
等
に
対
す

る
改
廃
の
依
頼
が
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
か
ら
、

改
正
案
等
が
公
表
さ
れ
た
（https://

jicp
a.o

r.jp
/sp

ecialized
_

field/20230502qqv.htm
l

）。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
８
月
４
日
ま

で
。電

子
決
済
手
段
の
発
行
・
保
有
等

の
会
計
上
の
取
扱
い

第
１
５
８
回
実
務
対
応
専
門
委
員

会
（
２
０
２
３
年
５
月
10
日
・
20
日

合
併
号
（
№
１
６
７
７
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
資

金
決
済
法
上
の
「
電
子
決
済
手
段
」

の
発
行
・
保
有
等
に
係
る
会
計
上
の

取
扱
い
に
関
す
る
実
務
対
応
報
告
等

の
文
案
に
つ
い
て
、
審
議
さ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
タ
イ
ト
ル
に
つ
い

て
「
資
金
決
済
法
に
お
け
る
特
定
の

電
子
決
済
手
段
の
発
行
及
び
保
有
の

会
計
処
理
及
び
開
示
に
関
す
る
当
面

の
取
扱
い
」（
傍
線
追
加
箇
所
）
と

す
る
な
ど
の
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
文
案
の
表
現
ぶ
り

等
に
つ
い
て
、
意
見
が
聞
か
れ
た
。

パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会
計

処
理第

１
０
２
回
企
業
結
合
専
門
委
員

会
（
２
０
２
３
年
５
月
10
日
・
20
日

合
併
号
（
№
１
６
７
７
）
情
報
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
引
き
続
き
、パ
ー

シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会
計
処
理
に

つ
い
て
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

基
準
開
発
の
範
囲
に
関
し
て
、
事

務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
論
点
が
示
さ

れ
た
。

【
ス
ピ
ン
オ
フ
実
施
会
社
】

論
点
①
：
ス
ピ
ン
オ
フ
実
施
会
社
に

一
部
の
持
分
を
残
す
株
式
分
配（
按

分
型
）
に
お
い
て
、
配
当
財
産
の

適
正
な
帳
簿
価
額
を
も
っ
て
資
本

を
減
額
す
べ
き
か

論
点
②
：
子
会
社
株
式
を
分
配
し
支

配
を
喪
失
し
た
場
合
、
連
結
上
、

持
分
変
動
に
よ
る
差
額
を
損
益
に

計
上
す
べ
き
か
、
利
益
剰
余
金
の

増
減
と
す
べ
き
か

【
ス
ピ
ン
オ
フ
実
施
会
社
の
株
主
】

関
連
会
社
を
ス
ピ
ン
オ
フ
実
施
会

社
と
す
る
株
式
分
配
（
按
分
型
）
に

よ
り
、
ス
ピ
ン
オ
フ
対
象
会
社
が
ス

ピ
ン
オ
フ
実
施
会
社
の
株
主
の
子
会

社
や
関
連
会
社
以
外
と
な
る
場
合

（
関
連
会
社
株
式
か
ら
そ
の
他
有
価

証
券
）
の
次
の
論
点
を
ど
う
考
え
る

か
。

・
論
点
③
：
個
別
財
務
諸
表
上
、
ス

ピ
ン
オ
フ
対
象
会
社
の
株
式
を
時

価
で
測
定
し
、
損
益
を
計
上
す
べ

き
か

・
論
点
④
：
連
結
財
務
諸
表
上
、
持

分
変
動
に
よ
る
差
額
を
損
益
に
計

上
す
べ
き
か
、
利
益
剰
余
金
の
増

減
と
す
べ
き
か

【
そ
の
他
の
論
点
】

論
点
⑤
：
中
間
型
分
割
（
按
分
型
）

の
取
扱
い
を
定
め
る
べ
き
か
、
定

め
る
場
合
、
株
式
分
配
実
施
会
社

に
一
部
の
持
分
を
残
す
株
式
分
配

（
按
分
型
）
と
同
様
の
取
扱
い
と
す

べ
き
か
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共
有
の
解
消

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

不
動
産
を
数
人
で一緒
に
所
有
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
不

動
産
業
を
営
む
兄
弟
２
人
（
Ａ
、
Ｂ
）

が
賃
貸
用
物
件
を
持
分
２
分
の
１
ず

つ
と
し
て
登
記
し
て
い
る
」
と
い
っ
た

ケ
ー
ス
で
す
。
数
人
で
一
緒
に
所
有

す
る
こ
と
を
「
共
有
」
関
係
と
い
い
、

共
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
物
を
「
共

有
物
」
と
い
い
ま
す
。
民
法
は
「
各

共
有
者
は
、
い
つ
で
も
共
有
物
の
分

割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

規
定
し
て
い
ま
す（
民
法
256
①
本
文
）。

た
と
え
ば
、
Ａ
、
Ｂ
が
物
件
を
分
割

す
る
と
し
ま
す
。
仮
に
物
件
が
一
筆

の
土
地
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
２
つ
に
分

筆
し
て
分
け
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
現
物
の
ま
ま
分
割

す
る
方
法
を
「
現
物
分
割
」
と
い
い
ま

す
。
他
方
、
物
件
が
建
物
の
場
合
、

建
物
を
２
つ
に
分
け
る
こ
と
は
困
難
で

す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
部
の
共

有
者
が
他
の
共
有
者
の
持
分
を
買
い

取
っ
て
共
有
関
係
を
解
消
さ
せ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

共
有
者
の
間
で
分
割
の
協
議
が
整

わ
な
い
場
合
、
裁
判
所
に
共
有
物
分

割
請
求
の
裁
判
を
起
こ
し
ま
す
（
民

法
258
①
）。
裁
判
所
が
命
じ
る
分
割
方

法
は
「
現
物
分
割
」
が
原
則
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
民
法
258
②
一
）。
他
方
、

Ａ
が
物
件
の
取
得
を
希
望
し
、
Ｂ
が

金
銭
の
取
得
を
希
望
し
て
い
る
場
合
、

判
例
で
は
、
物
件
を
Ａ
の
所
有
と
し
、

Ａ
か
ら
Ｂ
に
対
し
Ｂ
の
持
分
価
格
の
金

銭
を
支
払
わ
せ
る
方
法
（
賠
償
分
割
）

も
許
容
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
２
０
２
３

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正

民
法
で
は
、「
裁
判
所
が
賠
償
分
割
を

命
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
旨
が

明
文
化
さ
れ
ま
し
た（
民
法
258
②
二
）。

裁
判
所
が
価
格
賠
償
を
命
じ
よ
う
と

す
る
場
合
、
物
件
の
価
格
が
大
き
な

争
点
と
な
り
ま
す
。
通
常
の
不
動
産

売
買
と
同
じ
よ
う
に
、
Ａ
は
「
安
く

取
得
し
た
い
」、
Ｂ
は
「
高
く
取
得
さ

せ
た
い
」
と
考
え
、
双
方
の
利
害
が

対
立
す
る
か
ら
で
す
。

物
件
の
価
格
に
争
い
が
あ
る
場
合
、

裁
判
所
が
鑑
定
を
命
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
鑑
定
が
実
施
さ
れ
る
場
合
、

裁
判
官
が
裁
判
所
の
名
簿
か
ら
双
方

に
利
害
関
係
の
な
い
不
動
産
鑑
定
士

を
選
び
、
物
件
価
格
の
鑑
定
を
命
じ

ま
す
。
鑑
定
の
費
用
（
不
動
産
鑑
定

士
に
支
払
う
報
酬
）
は
、
裁
判
の
当

事
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

裁
判
所
の
鑑
定
費
用
は
高
額
と
な
る

こ
と
が
多
く
、
マ
ン
シ
ョ
ン
１
室
の
鑑

定
で
１
０
０
万
円
程
度
を
要
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

裁
判
所
は
鑑
定
の
結
果
を
参
考
に

物
件
価
格
を
認
定
し
、「
Ａ
が
Ｂ
に
対

し
て
金
〇
万
円
の
支
払
を
す
れ
ば
、

Ｂ
の
持
分
２
分
の
１
を
Ａ
が
取
得
す

る
」
旨
の
判
決
を
下
し
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
価
格
賠
償
の
判
決
を
得
る
に

は
、
Ａ
に
お
い
て
預
金
通
帳
を
裁
判

所
に
提
出
す
る
な
ど
し
て
、
支
払
能

力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
所
が
「
Ａ
に

買
取
資
金
が
な
い
」
と
判
断
し
た
場

合
、
価
格
賠
償
を
命
じ
る
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
裁
判
所
は
物
件
の

競
売
（
競
売
分
割
）
を
命
じ
る
判
決

を
下
し
ま
す
。
競
売
分
割
の
場
合
、

物
件
が
競
売
と
な
り
、
Ａ
と
Ｂ
は
競

売
代
金
を
分
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

民
事
の
裁
判
で
は
多
く
の
場
合
、

主
張
と
証
拠
が
出
そ
ろ
っ
た
段
階
で
、

裁
判
官
が
和
解
に
よ
る
解
決
を
試
み

ま
す
。
共
有
物
分
割
訴
訟
の
場
合
、

「
判
決
に
な
る
場
合
、
高
額
な
鑑
定

費
用
が
か
か
っ
て
し
ま
う
」、「
判
決
だ

と
、
物
件
の
競
売
を
命
じ
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、

当
事
者
も
和
解
を
希
望
す
る
こ
と
が

比
較
的
多
い
で
す
。
当
事
者
双
方
が

そ
れ
ぞ
れ
不
動
産
鑑
定
士
の
簡
易
査

定
を
持
ち
寄
り
、
中
間
的
な
価
格
で

妥
結
で
き
れ
ば
和
解
に
至
り
ま
す
。

な
お
、
物
件
を
Ａ
と
Ｂ
が
「
相
続
」

し
て
共
有
関
係
と
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
共
有
物
分
割
で
は
な
く
、
ま
ず

は
他
の
相
続
財
産
を
含
め
た
遺
産
分

割
の
協
議
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

（
民
法
258
の
2
）。

事
務
局
か
ら
、
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ

ン
オ
フ
に
係
る
改
正
税
制
が
時
限
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る

と
、
今
回
、
論
点
①
と
論
点
②
を
優

先
す
べ
き
論
点
と
し
て
取
り
扱
う
旨

の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
事
務
局
案
に
お
お

む
ね
賛
同
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
基
準
開
発
の
時
間
軸
に
つ

い
て
委
員
か
ら
質
問
が
あ
り
、
事
務

局
か
ら
は
今
夏
に
公
開
草
案
を
出
し

た
い
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
。

パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ
の
会
計
処

理
、検
討
進
む
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、企
業
結
合
専
門
委

会
　
　
計

去
る
５
月
８
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
０
３
回
企
業
結
合
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
１
０
２
回
（
２
０
２
３
年
５
月
10

日
・
20
日
合
併
号
（
№
１
６
７
７
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き

続
き
、「
パ
ー
シ
ャ
ル
ス
ピ
ン
オ
フ

の
会
計
処
理
」
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

た
。例

外
的
な
取
扱
い
の
範
囲

事
務
局
は
、
非
金
銭
資
産
の
分
配

に
つ
い
て
時
価
で
会
計
処
理
す
る
こ

と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
帳
簿
価
額
で

会
計
処
理
す
る
例
外
的
な
取
扱
い
を

設
け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
範
囲
に
つ

い
て
、
次
の
案
１
、
案
２
を
提
案
し

た
。

案
１　
完
全
子
会
社
に
つ
い
て
子
会

社
株
式
の
分
配
を
行
い
、
そ
の
結

果
、
当
該
株
式
が
子
会
社
株
式
お

よ
び
関
連
会
社
株
式
に
該
当
し
な

く
な
る
一
部
留
保
の
株
式
分
配（
按

分
型
）
に
つ
い
て
例
外
的
な
取
扱

い
を
す
る
。

案
２　
完
全
子
会
社
に
つ
い
て
子
会

社
株
式
の
分
配
を
行
い
、
そ
の
結

果
、
当
該
株
式
が
子
会
社
株
式
に

該
当
し
な
く
な
る
一
部
留
保
の
株

式
分
配
（
按
分
型
）
に
つ
い
て
例

外
的
な
取
扱
い
を
す
る
。

事
務
局
は
「
案
１
お
よ
び
案
２
の

い
ず
れ
の
考
え
方
も
あ
り
得
る
も
の

の
、米
国
会
計
基
準
に
お
い
て
は（
連

結
に
関
す
る
取
扱
い
で
あ
る
が
）
ス

ピ
ン
オ
フ
実
施
会
社
に
一
部
の
持
分

を
残
す
ス
ピ
ン
オ
フ
の
う
ち
、
一
部

の
子
会
社
株
式
を
比
例
的
に
配
当
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ピ
ナ
ー
（
元
親

企
業
）
が
ス
ピ
ニ
ー
（
事
業
を
切
り

出
し
て
、
新
た
に
設
立
し
た
会
社
）

の
支
配
を
喪
失
し
た
と
判
断
し
た
場

合
に
は
完
全
な
ス
ピ
ン
オ
フ
と
同
じ
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直
接
償
却
の
取
扱
い
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商

品
専
門
委

会
　
　
計

取
扱
い
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
国
際
的
な
整
合

性
の
観
点
か
ら
案
２
で
進
め
て
い

く
」
と
の
考
え
を
明
か
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
単
体
だ
け

で
考
え
れ
ば
、
案
１
が
妥
当
の
よ
う

に
思
え
る
」
と
の
声
が
多
く
あ
っ

た
。
事
務
局
は
、「
単
体
で
考
え
れ

ば
、
案
１
が
妥
当
で
あ
る
が
、
連
単

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
考
え
た
際
に
、
案

２
が
妥
当
で
あ
る
」旨
を
説
明
し
た
。

特
に
、
案
１
で
は
連
結
の
実
務
が
複

雑
に
な
っ
て
し
ま
う
点
が
強
調
さ
れ

た
。ス

ピ
ン
オ
フ
実
施
会
社
の
連
結
財

務
諸
表
上
の
会
計
処
理

事
務
局
案
は
次
の
と
お
り
。

⑴　
支
配
を
喪
失
す
る
株
式
分
配

支
配
を
喪
失
す
る
株
式
分
配
に
関

す
る
連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
取
扱

い
に
つ
い
て
も
、
帳
簿
価
額
で
会
計

処
理
す
る
例
外
的
な
取
扱
い
を
設
け

る
こ
と
と
し
、
そ
の
範
囲
は
個
別
財

務
諸
表
上
の
取
扱
い
と
同
じ
と
す

る
。

⑵　
支
配
を
喪
失
し
な
い
株
式
分
配

現
行
の
日
本
基
準
に
お
い
て
支
配

を
喪
失
し
な
い
株
式
分
配
に
関
す
る

定
め
は
存
在
し
な
い
が
、
企
業
会
計

基
準
22
号
「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す

る
会
計
基
準
」29
項
を
踏
ま
え
る
と
、

連
結
財
務
諸
表
上
、
支
配
を
喪
失
し

な
い
一
部
留
保
の
株
式
分
配
（
按
分

型
）を
資
本
取
引
と
し
て
処
理
す
る
。

＊
　

専
門
委
員
か
ら
は
、「
単
体
と
連

結
の
整
合
性
を
取
る
こ
と
は
必
要
」、

「
支
配
を
喪
失
し
な
い
一
部
留
保
の

株
式
分
配
を
資
本
取
引
と
し
て
処
理

す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
」
と
い
う
意

見
が
あ
っ
た
一
方
で
、「
連
結
実
務

が
複
雑
に
な
る
た
め
、
例
外
的
な
取

扱
い
と
し
て
案
２
を
採
用
す
る
と
い

う
話
だ
っ
た
が
、
案
１
を
採
用
し
た

場
合
の
連
結
実
務
の
複
雑
さ
が
説
明

さ
れ
て
い
な
い
」
等
、
さ
ま
ざ
ま
な

意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
４
月
27
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
９
９
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
会
計

基
準
の
開
発
に
お
け
る
、
ス
テ
ッ
プ

２
を
採
用
す
る
金
融
機
関
に
お
け
る

直
接
償
却
の
取
扱
い
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
た
。

取
り
上
げ
る
理
由

３
月
22
日
開
催
の
第
４
９
８
回
親

委
員
会
（
２
０
２
３
年
４
月
10
日
号

（
№
１
６
７
４
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
等
に
お
け
る
信
用
減
損
金

融
資
産
に
係
る
利
息
収
益
の
認
識
の

審
議
で
の
、
ス
テ
ッ
プ
２
を
採
用
す

る
金
融
機
関
の
、
引
当
に
お
け
る
貨

幣
の
時
間
価
値
の
考
慮
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

９
号
「
金
融
商
品
」
に
お
け
る
償
却

原
価
の
採
用
お
よ
び
利
率
に
係
る
審

議
の
な
か
で
、
直
接
償
却
に
つ
い
て

も
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
意
見

が
聞
か
れ
た
。
そ
の
後
の
委
員
会
や

専
門
委
員
会
で
も
、
追
加
的
に
検
討

を
行
う
論
点
と
す
る
こ
と
に
特
段
の

異
論
は
聞
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

事
務
局
分
析

⑴　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ・
日
本
基
準
の
取
扱

いＩ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
で
は
、
直
接
償
却

は
償
却
原
価
測
定
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に

定
め
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
金
融
資

産
の
減
損
と
密
接
に
関
連
す
る
論
点

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
基
準
（
金
融
商
品
会
計
基
準

等
）
で
は
、
貸
倒
引
当
金
の
会
計
処

理
の
一
部
と
し
て
直
接
償
却
に
関
す

る
取
扱
い
を
定
め
て
お
り
、
貸
倒
引

当
金
を
算
定
す
る
う
え
で
の
債
権
区

分
を
前
提
と
し
た
定
め
を
置
い
て
い

る
。こ

の
点
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
採
用
す

る
方
向
で
検
討
さ
れ
て
い
る
予
想
信

用
損
失
モ
デ
ル
で
は
、
こ
れ
ら
の
区

分
は
設
け
な
い
た
め
、
現
行
の
債
権

区
分
を
前
提
と
す
る
直
接
償
却
に
関

す
る
定
め
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

国
際
的
な
比
較
可
能
性
を
確
保
す

る
こ
と
を
重
視
す
る
ス
テ
ッ
プ
２
の

目
的
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９

号
に
お
け
る
直
接
償
却
に
関
す
る
定

め
を
取
り
入
れ
る
と
す
る
。

そ
の
場
合
、Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
で
は
、

金
融
資
産
の
全
体
ま
た
は
一
部
分
を

回
収
す
る
と
い
う
合
理
的
な
予
想
を

有
し
て
い
な
い
場
合
は
、
直
接
償
却

を
行
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。「
合

理
的
な
予
想
を
有
し
て
」
い
る
か
ど

う
か
の
詳
細
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
提
供

さ
れ
て
お
ら
ず
、Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号「
金

融
商
品
：
開
示
」
で
は
、
企
業
の
直

接
償
却
の
方
針
の
開
示
が
要
求
さ
れ

て
い
る
。

一
方
、
日
本
基
準
で
は
、
貸
倒
引

当
金
の
対
象
と
な
る
債
権
に
つ
い
て

回
収
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
判

断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
接
償
却
を

行
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。「
回

収
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
判

断
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
詳
細
な
ガ
イ

ダ
ン
ス
は
設
け
て
い
な
い
。

⑵　
会
計
処
理
変
更
の
可
能
性

こ
の
よ
う
に
、
Ⅰ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
お

よ
び
日
本
基
準
に
お
い
て
、
直
接
償

却
を
行
う
時
点
に
関
す
る
文
言
が
同

一
で
は
な
く
、 
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
を
取

り
入
れ
た
場
合
に
会
計
処
理
が
変
わ

る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
両
者

と
も
詳
細
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
は
設
け
ら

れ
て
お
ら
ず
、
各
社
の
個
々
の
状
況

等
に
よ
る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号

を
取
り
入
れ
て
も
、
企
業
の
判
断
に

よ
っ
て
は
、
現
行
の
実
務
や
方
針
が

大
き
く
変
わ
ら
な
い
可
能
性
が
あ

る
。事

務
局
案

直
接
償
却
の
方
針
に
関
す
る
開
示

に
つ
い
て
は
別
途
議
論
を
す
る
と
し

て
、
ス
テ
ッ
プ
２
で
は
直
接
償
却
に

関
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め
を
取

り
入
れ
、
直
接
償
却
の
方
針
に
関
す

る
開
示
に
係
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
の
定

め
を
あ
わ
せ
て
取
り
入
れ
る
。

専
門
委
員
の
意
見

専
門
委
員
か
ら
は
、「
事
務
局
分

析
の
よ
う
に
実
務
上
変
わ
ら
な
い
の

で
あ
れ
ば
賛
成
だ
が
、
直
接
償
却
の

範
囲
が
広
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
考
慮

し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見
に
、
事
務

局
か
ら
「
今
回
の
提
案
は
、
企
業
の

判
断
に
委
ね
つ
つ
、
開
示
を
し
っ
か

り
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
」
と
回

答
し
た
。

一
方
、「
実
務
的
な
対
応
を
、
書

け
る
範
囲
で
教
育
文
書
な
ど
に
記
載

し
て
ほ
し
い
」と
の
意
見
が
聞
か
れ
、

事
務
局
か
ら
、「
実
務
的
な
目
線
合

わ
せ
が
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
、
検
討

す
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
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日
本
版
Ｓ
１・Ｓ
２
基
準
の
論
点
、審
議

進
む
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
４
月
25
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

12
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

第
11
回
（
２
０
２
３
年
５
月
１
号

（
№
１
６
７
６
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

参
照
）
に
引
き
続
き
、
日
本
版
Ｓ
１

基
準
お
よ
び
日
本
版
Ｓ
２
基
準
の
開

発
に
関
す
る
論
点
が
審
議
さ
れ
た
。

コ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ
に
お
け
る
４

つ
の
構
成
要
素

提
案
は
次
の
と
お
り
。

①　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
Ｓ
１
基
準
お
よ
び

Ｓ
２
基
準
の
コ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ

に
含
ま
れ
る
開
示
目
的
お
よ
び
開

示
要
求
に
つ
い
て
、
Ｔ
Ｃ
Ｆ
Ｄ
提

言
で
示
さ
れ
た
４
つ
の
構
成
要
素

に
基
づ
き
構
成
す
る
と
い
う
暫
定

決
定
を
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
開
発
す
る

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
に

お
い
て
も
受
け
入
れ
る
。

②　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
Ｓ
１
基
準
お
よ
び

Ｓ
２
基
準
の
コ
ア
・
コ
ン
テ
ン
ツ

の
開
示
目
的
お
よ
び
開
示
要
求
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
と
整
合
的
な
定

め
を
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
開
発
す
る
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
に
お
い

て
も
受
け
入
れ
る
。

③　
指
標
お
よ
び
目
標
の
開
示
目
的

な
ら
び
に
気
候
関
連
の
目
標
の
一

部
を
修
正
す
る
と
い
う
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ

の
暫
定
決
定
と
整
合
的
な
定
め
を

日
本
版
Ｓ
１
基
準
お
よ
び
Ｓ
２
基

準
に
受
け
入
れ
る
。

バ
リ
ュ
ー
・
チ
ェ
ー
ン
に
関
す
る

情
報Ｓ

１
基
準
案
40
項
（
バ
リ
ュ
ー
・

チ
ェ
ー
ン
に
関
す
る
情
報
）
と
整
合

的
な
定
め
を
日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
受

け
入
れ
る
。

表
示
通
貨

Ｓ
１
基
準
案
39
項
で
は
、
通
貨
が

測
定
単
位
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
る

場
合
、
企
業
は
企
業
の
財
務
諸
表
の

表
示
通
貨
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
整
合

的
な
定
め
を
日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
受

け
入
れ
る
。

不
必
要
な
重
複
の
回
避

Ｓ
１
基
準
案
78
項
で
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準

が
、
共
通
の
情
報
項
目
の
開
示
を
要

求
す
る
場
合
、
企
業
は
不
必
要
な
重

複
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と

え
ば
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
の

リ
ス
ク
お
よ
び
機
会
に
対
す
る
企
業

の
監
督
が
統
合
さ
れ
て
い
る
場
合
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
開
示
も
重
大

な
（significant

）
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
関
連
の
リ
ス
ク
お
よ
び
機
会

ご
と
に
別
個
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
開
示

の
形
式
で
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、

結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
と
整
合
的
な
定
め
を

日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
受
け
入
れ
る
。

財
務
上
の
デ
ー
タ
お
よ
び
仮
定
に

関
す
る
開
示

提
案
は
次
の
と
お
り
。

①　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
再
審
議
に
お
け
る

暫
定
決
定
に
基
づ
き
「
可
能
な
範

囲
で
」
の
意
味
を
明
確
に
し
た
Ｓ

１
基
準
案
80
項
と
整
合
的
な
定
め

を
日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
受
け
入
れ

る
。

②　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
財
務

開
示
を
作
成
す
る
際
に
用
い
た
財

務
上
の
デ
ー
タ
お
よ
び
仮
定
の
重

大
な
相
違
に
つ
い
て
情
報
の
開
示

を
企
業
に
求
め
る
と
い
う
、
Ｉ
Ｓ

Ｓ
Ｂ
の
再
審
議
に
お
け
る
暫
定
決

定
と
整
合
的
な
定
め
を
日
本
版
Ｓ

１
基
準
に
受
け
入
れ
る
。

委
員
か
ら
は
、「
暫
定
決
定
が
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
複
数
シ
ナ
リ
オ

が
あ
る
場
合
、
ど
の
シ
ナ
リ
オ
に
基

づ
い
て
会
計
上
の
見
積
り
が
な
さ
れ

情報システムと伝達

監査人は、リスク評価手続を通じて得た、①重要な取
引種類、勘定残高または注記事項に関する企業の情報
処理活動の理解、②情報システムおよび内部統制システ
ムのその他の構成要素において、財務諸表の作成に係る
重要な事項および報告責任について企業がどのように
内外に伝達しているかの理解、③企業の情報システムと
伝達が、適用される財務報告の枠組みに従った財務諸表
の作成を適切に支援しているかどうかの評価により、財
務諸表の作成に関する企業の情報システムと伝達を理
解しなければならない。

①に関しては、（ａ）取引の開始から、それに関する情報
の記録や、財務諸表において開示するまでの流れ等を含
む情報システムにおける情報の流れ、（ｂ）会計記録、特
定の勘定および情報システムにおける情報の流れに関連
する他の裏づけとなる記録、（ｃ）注記事項を含む、財務
諸表を作成するプロセス、（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）に関連
するIT環境を含む企業の経営資源について理解する。

遡及適用による繰延税金資産（負債）の変更

会計方針の変更により遡及適用した年度の比較情報
において、資産または負債の額が変更される場合であっ
て、当該変更に伴い一時差異が生じるときは、当該一時
差異に係る繰延税金資産または繰延税金負債の額を遡
及適用した年度の比較情報に反映させる。子会社等が会
計方針を変更し当該会社の留保利益が変更されること
により、遡及適用した年度の比較情報において子会社等
に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異の額
が変更される場合で、当該一時差異に係る繰延税金資産
または繰延税金負債を計上しているときは、当該一時差
異の額の変更に係る繰延税金資産または繰延税金負債
の額を遡及適用した年度の比較情報に反映させる。

過去の誤謬により修正再表示した年度の比較情報に
おいて、資産または負債の額が変更される場合、当該変
更に伴い一時差異が生じるときは、当該繰延税金資産ま
たは負債の額を修正再表示した年度の比較情報に反映
させる。



経理情報●2023.6.1（No.1678） 8

（図表）　見解が募集されている主な事項	
項目 見解が募集されている主な事項

①    ISSBの活動の
戦略的方向性とバ
ランス

新しいリサーチ・基準設定の開始、IFRS S1号およびS2号の導入支援、ISSB
基準の焦点を絞った拡充のリサーチ、SASB基準の強化といった事項の優先順
位や、他に実施すべき活動

②    プロジェクトの
優先順位および
作業計画への追
加を評価するため
の規準

⑴投資家にとっての重要度
⑵情報開示の欠陥
⑶影響範囲
⑷普及度・深刻度
⑸プロジェクト間の関係
⑹プロジェクトおよび解決策の複雑性・実行可能性
⑺ISSBおよび利害関係者のキャパシティ
上記からなる７つの評価基準

③    作業計画へ追加
すべきプロジェク
ト候補

⑴生物多様性、生態系および生態系サービス
⑵人的資本
⑶人権
⑷財務報告における情報をさらに統合する方法の探求
上記の4つの候補案についての優先度や各候補に含めるべきサブトピックス等

て
い
る
か
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
の

で
は
」
と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
、

事
務
局
は
「
検
討
す
る
」
と
回
答
し

た
。見

積
り
お
よ
び
結
果
の
不
確
実
性

に
関
す
る
開
示

提
案
は
次
の
と
お
り
。

①　
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
再
審
議
に
お
い
て
、

現
在
の
お
よ
び
予
想
さ
れ
る
財
務

的
影
響
（
Ｓ
１
基
準
案
22
項
）
な

ら
び
に
指
標
（
Ｓ
１
基
準
案
30
項
）

を
Ｓ
１
基
準
案
79
項
（
見
積
り
の

不
確
実
性
に
関
す
る
開
示
）
の
適

用
対
象
と
す
る
こ
と
が
暫
定
決
定

さ
れ
た
も
の
の
、
日
本
版
Ｓ
１
基

準
で
は
、
特
段
対
象
を
限
定
せ
ず
、

見
積
り
全
体
を
対
象
と
し
た
う
え

で
、
Ｓ
１
基
準
案
79
項
と
整
合
的

な
定
め
を
受
け
入
れ
る
。

②　
Ｓ
１
基
準
案
81
項
～
83
項
（
結

果
の
不
確
実
性
に
関
す
る
開
示
）

と
整
合
的
な
定
め
を
日
本
版
Ｓ
１

基
準
に
受
け
入
れ
る
。

委
員
か
ら
の
「
不
確
実
性
に
関
す

る
ガ
イ
ド
等
が
、
別
途
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
よ

り
提
供
さ
れ
る
の
か
」と
の
質
問
に
、

事
務
局
か
ら
は
「
そ
う
し
た
認
識
は

な
い
」
と
の
回
答
が
あ
り
、
こ
れ
を

受
け
、
委
員
は
「
そ
う
な
ら
ば
、
Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ｂ
同
様
、
財
務
的
影
響
に
絞
る

の
は
ど
う
か
」と
の
意
見
を
述
べ
た
。

今
後
２
年
間
の
作
業
計
画
に
つ
い
て
の

見
解
募
集
を
開
始
─
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

自
社
株
買
い
に
関
す
る
開
示
の
修
正
、

公
表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

国
際
会
計

去
る
５
月
４
日
、
国
際
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
基
準
審
議
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
）

は
、
情
報
要
請
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
優

先
度
に
関
す
る
協
議
」（Request 

for Inform
ation: Consultation 

on Agenda Priorities

）

（
以
下
、「
情
報
要
請
」

と
い
う
）
を
公
表
し
、

今
後
２
年
間
の
作
業
計

画
に
つ
い
て
関
係
者
か
ら

の
情
報
収
集
を
開
始
し

た
。情

報
要
請
の
概
要

情
報
要
請
に
お
い
て

は
、
①
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
活

動
の
戦
略
的
方
向
性
と

バ
ラ
ン
ス
、
②
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
優
先
順
位

お
よ
び
作
業
計
画
へ
の

追
加
を
評
価
す
る
た
め

の
規
準
、
③
作
業
計
画

へ
追
加
す
べ
き
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
候
補
、
か
ら

な
る
３
項
目
に
関
し
、

図
表
の
事
項
へ
の
見
解

が
募
集
さ
れ
て
い
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
等

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
は
寄
せ
ら

れ
た
見
解
を
踏
ま
え
て
作
業
計
画
を

決
定
し
、
２
０
２
４
年
以
降
の
活
動

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
２
３

年
９
月
１
日
で
あ
る
。

去
る
５
月
３
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
米

国
証
券
取
引
委
員
会
）
は
自
社
株

買
い
に
関
す
る
開
示
に
つ
い
て
、

１
９
３
４
年
証
券
取
引
所
法
の
改
正

を
公
表
し
た
。

改
正
は
、
近
年
、
米
国
に
お
い
て
は

自
社
株
買
い
の
金
額
が
巨
額
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。

改
正
の
概
要

改
正
で
は
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
企
業
は
、

四
半
期
ご
と
に
（
一
部
の
投
資
会
社

は
半
期
ご
と
に
）、「
自
社
株
買
い
の

実
施
日
ご
と
の
購
入
株
数
と
平
均
購

入
価
格
を
開
示
す
る
こ
と
」
と
「
役

員
が
購
入
計
画
の
公
表
の
前
後
４
営

業
日
の
間
に
株
式
を
取
引
し
た
か
ど

う
か
を
示
す
こ
と
」（
定
量
的
開
示
）

が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
自
社
株
買
い
の
目
的
ま
た

は
合
理
性
と
購
入
金
額
決
定
の
プ
ロ

セ
ス
ま
た
は
規
準
、
取
引
の
制
限
を

含
む
購
入
期
間
中
の
役
員
に
よ
る
株

式
の
売
買
に
関
す
る
方
針
と
手
続
に

つ
い
て
の
説
明
（
説
明
開
示
）
が
求

め
ら
れ
る
。

適
用
関
係

Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
者
で
あ
る
外
国
企

業
は
、
定
量
的
開
示
に
つ
い
て
は
、

２
０
２
４
年
４
月
１
日
以
降
開
始

す
る
四
半
期
の
新
様
式
のForm

 
F-SR

（
決
算
日
か
ら
45
日
以
内
に

提
出
）
か
ら
、
説
明
開
示
に
つ
い
て

は
、
最
初
のForm

 F-SR

の
提
出

後
の
最
初
の
年
次
報
告
書
（Form

 
20-F

）
か
ら
、
開
示
を
開
始
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

一
部
の
投
資
会
社
を
除
く
そ
の

他
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
企
業
は
、
定
量

的
開
示
と
説
明
開
示
の
双
方
と
も
、

２
０
２
３
年
10
月
１
日
以
降
開
始
す

る
四
半
期
を
カ
バ
ー
す
る
期
間
の
四

半
期
報
告
書
（Form

 10-Q

）
と

年
次
報
告
書（Form

 10-K

）か
ら
、

開
示
を
開
始
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る
。

＊
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この20日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2023年
4月25日

DX時代における企業のプライバ
シーガバナンスガイドブックver1.3

総務省・
経済
産業省

企業がプライバシーガバナンスの構築のために取り組むべきことを取
りまとめたガイドブックの改訂版。記載される概念の整理や、諸外国の
法令等に係る情報収集方法の追加等を行ったもの。新たに英訳版とガ
イドブックの要件・重要項目別に整理した実践例集が策定されている。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/privacy.html

―

2023年
4月26日

コーポレートガバナンス改革の実質
化に向けたアクション・プログラム
（「スチュワードシップ・コード及び
コーポレートガバナンス・コードの
フォローアップ会議」意見書（６））

金融庁

コーポレート・ガバナンス改革の実質化に向けて、収益性と成長性や
サステナビリティを意識した経営、投資家との対話の基礎となる情報
開示の充実など、今後の取組みに向けた考え方や具体的な取組み内容
について、フォローアップ会議としての提言を取りまとめたもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230426.html

―

Ｆ
Ｒ
Ｂ
利
上
げ
と
地
銀
の
経
営
危
機

金
　
　
融

ア
メ
リ
カ
の
経
済
と
金
融
政
策
が
決
め

る
世
界
の
株
価

証
　
　
券

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ

Ｂ
）
の
最
近
の
利
上
げ
に
よ
る
地
銀

の
経
営
不
安
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

金
融
政
策
と
銀
行
業
界
の
複
雑
な
相

互
作
用
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
単
純
な
利
上
げ
の
結

果
だ
け
で
は
な
い
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
０
・

２
５
％
の
追
加
利
上
げ
を
行
っ
た
直

後
、
一
部
の
地
銀
が
含
み
損
を
抱
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。
破
綻
し
た
銀
行

の
自
己
資
本
比
率
は
、
マ
イ
ナ
ス
ま

た
は
０
％
か
ら
２
％
台
に
落
ち
込

み
、
総
じ
て
低
下
し
た
。

こ
れ
ら
の
銀
行
が
保
有
す
る
債
券

や
住
宅
ロ
ー
ン
債
権
の
価
値
下
落
の

原
因
は
、
利
上
げ
だ
け
で
は
な
く
、

す
で
に
経
営
状
態
が
不
安
定
で
、
資

産
・
負
債
管
理
（
Ａ
Ｌ
Ｍ
）
に
問
題

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。さ
ら
に
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
融
資
枠
の
利
用
額
が
４
月

26
日
時
点
で
計
１
、５
５
１
億
ド
ル

に
達
し
、
米
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
銀
行

破
綻
前
と
比
べ
て
30
倍
以
上
に
膨
ら

ん
だ
と
報
道
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
Ｆ

Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
だ
け
が
原
因
と
は
い

え
な
い
。

資
金
調
達
が
難
し
い
地
銀
が
増
え

た
背
景
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
経
済
状
況

の
悪
化
や
業
績
の
不
振
な
ど
、
複
数

の
要
素
が
絡
ん
で
い
る
。た
と
え
ば
、

パ
ッ
ク
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ン
コ
ー
プ
は

預
金
減
少
率
が
17
％
と
上
場
地
銀
の

な
か
で
相
対
的
に
大
き
く
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
と
の
取
引
も
多
い
こ
と
か

ら
、
経
済
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る

た
め
の
リ
ス
ク
管
理
能
力
の
不
足
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
で
批

判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に

よ
る
政
策
対
応
の
遅
れ
が
問
題
を
悪

化
さ
せ
た
面
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、
地
銀
の
破
綻
に
は
、
そ

の
銀
行
の
経
営
戦
略
や
金
利
リ
ス
ク

管
理
、業
界
全
体
の
競
争
状
況
か
ら
、

地
銀
自
体
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
リ

ス
ク
管
理
能
力
も
関
与
し
て
い
る
。

金
融
市
場
の
健
全
性
を
維
持
す
る
た

め
に
は
、
中
央
銀
行
の
適
切
な
政
策

運
営
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
金
融
機

関
の
健
全
な
経
営
と
リ
ス
ク
管
理
が

不
可
欠
だ
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
政
策
運
営
に
対
す
る
批

判
だ
け
で
問
題
は
解
決
し
な
い
。
よ

り
広
い
視
野
で
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体

を
み
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

主
要
国
の
株
価
は
大
半
が
一
進
一

退
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
当
面
の

米
株
価
は
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
が
公
表
し
て
い
る
長
期

的
な
利
上
げ
計
画
が
現
実
の
イ
ン
フ

レ
や
景
気
の
推
移
を
受
け
て
、
ど
の

よ
う
に
改
訂
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て

い
る
。
投
資
家
は
毎
月
の
イ
ン
フ
レ

率
（
消
費
者
物
価
上
昇
率
）、
経
済

成
長
率
、
雇
用
、
失
業
率
な
ど
経
済

指
標
が
事
前
予
想
よ
り
も
よ
か
っ
た

か
ど
う
か
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
行
動
に
つ
い
て
予

想
し
直
す
。

経
済
指
標
が
期
待
ど
お
り
の
実
績

を
示
せ
ば
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
は
こ

れ
ま
で
の
計
画
よ
り
も
早
く
縮
小
・

終
息
し
、
利
上
げ
打
ち
止
め
の
時
期

は
遠
く
な
い
と
考
え
て
、
株
買
い
行

動
に
出
る
。
株
価
は
反
騰
す
る
だ
ろ

う
。
経
済
指
標
が
期
待
外
れ
と
な
れ

ば
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
上
げ
計
画
は
よ
り

シ
ビ
ア
な
も
の
に
改
訂
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
株
は
失
望
売
り
と
な
り
、

株
価
は
下
落
す
る
。

最
近
の
米
経
済
で
は
利
上
げ
効
果

で
景
気
後
退
必
至
（
経
済
成
長
率
低

下
）と
の
予
想
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、

発
表
さ
れ
る
経
済
指
標
は
景
気
の
底

堅
さ
を
示
す
も
の
も
多
い
。
そ
の
た

め
、
投
資
家
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
今
後
の
利

上
げ
計
画
を
判
断
す
る
の
が
難
し
く

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
米

株
式
市
場
の
動
向
を
反
映
し
て
、
欧

州
、
ア
ジ
ア
各
国
の
株
価
も
ほ
と
ん

ど
が
一
進
一
退
状
態
だ
が
、
経
済
成

長
が
順
調
と
い
わ
れ
る
イ
ン
ド
の
株

価
だ
け
は
、
上
昇
基
調
に
あ
る
。

ま
た
、
現
在
の
日
本
株
価
も
イ
ン

ド
に
次
ぐ
例
外
的
存
在
と
い
え
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
日
本
市
場
だ
け
が

コ
ロ
ナ
禍
で
の
世
界
的
イ
ン
フ
レ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
超
低
金
利
政
策
を

堅
持
し
、
金
利
上
昇
に
よ
る
経
済
の

各
方
面
へ
の
打
撃
を
最
小
限
に
と
ど

め
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
銀

行
総
裁
の
交
代
時
期
に
、
新
総
裁
が

こ
れ
ま
で
の
政
策
を
維
持
す
る
こ
と

を
明
言
、
株
式
市
場
の
懸
念
を
封
じ

込
め
た
こ
と
も
軽
視
で
き
な
い
。

米
経
済
が
多
数
派
の
予
想
ど
お
り

景
気
後
退
、
イ
ン
フ
レ
沈
静
、
Ｆ
Ｒ

Ｂ
の
利
上
げ
を
終
了
し
た
と
き
、
日

本
が
ど
ん
な
金
融
政
策
を
と
る
か
が

世
界
の
株
価
動
向
の
カ
ギ
と
な
る
。


